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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、
　前記発光素子の第１電極に電気的に接続される第１電源線と、
　前記発光素子の第２電極に電気的に接続される第２電源線と、
　電圧を保持するコンデンサと、
　前記第１電極と前記第１電源線との間に設けられ前記コンデンサに保持された電圧に応
じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して前記発光素子を発光させる駆
動トランジスタと、
　前記コンデンサの一方の電極に信号電圧を供給するデータ線と、
　前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる第１スイッチ素子と、
　前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ線駆動回路と、
　前記データ線に接続され前記発光素子の電圧を検出する電圧検出回路と、
　前記第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点と、前記データ線とを接続する第２ス
イッチ素子と、
　前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給された信号電
圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによって前記コン
デンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して
前記発光素子を発光させ、前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッチ素子をＯ
ＦＦ状態とし、前記第２スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線を介して
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前記電圧検出回路に前記接続点における電位を検出させる制御部と、
　前記電圧検出回路にて検出された前記接続点における電位を、前記駆動トランジスタの
ソース－ドレイン間に流れる電流に換算する換算部と、を具備する
　表示装置。
【請求項２】
　さらに、
　前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータが記憶されたメモリを備え、
　前記換算部は、前記メモリに記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデー
タに基づいて、前記電圧検出回路にて検出された前記接続点における電位を、前記駆動ト
ランジスタのソース－ドレイン間に流れる電流に換算する
　請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記発光素子、前記コンデンサ及び前記駆動トランジスタは画素部を構成し、
　前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータは、前記画素部の発光素子の電圧－電
流特性のデータである
　請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記発光素子、前記コンデンサ及び前記駆動トランジスタにより構成される画素部を複
数有し、
　前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータは、複数の前記画素部を代表する発光
素子の電圧－電流特性のデータである
　請求項２記載の表示装置。
【請求項５】
　前記発光素子、前記コンデンサ及び前記駆動トランジスタは画素部を構成し、
　複数の前記画素部と前記複数の画素部の各々に接続される複数のデータ線とを有する発
光パネルを備え、
　前記電圧検出回路は、
　前記複数のデータ線のうち選択された一以上のデータ線を介して、前記接続点における
電位を検出する一以上の電圧検出器と、
　前記複数のデータ線と前記一以上の電圧検出器との間に接続され、前記選択された一以
上のデータ線と前記一以上の電圧検出器とを導通させるマルチプレクサとを備え、
　前記一以上の電圧検出回路の数は、前記複数のデータ線の本数より少ない
　請求項２記載の表示装置。
【請求項６】
　前記マルチプレクサは、前記発光パネル上に形成されている
　請求項５記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１電極は、前記発光素子のアノード電極であり、
　前記第１電源線の電圧は前記第２電源線の電圧より高く、前記第１電源線から前記第２
電源線に電流が流れる
　請求項1記載の表示装置。
【請求項８】
　発光素子と、
　前記発光素子の第１電極に電気的に接続される第１電源線と、
　前記発光素子の第２電極に電気的に接続される第２電源線と、
　電圧を保持するコンデンサと、
　前記第１電極と前記第１電源線との間に設けられ前記コンデンサに保持された電圧に応
じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して前記発光素子を発光させる駆
動トランジスタと、
　前記コンデンサの一方の電極に信号電圧を供給するデータ線と、
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　前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる第１スイッチ素子と、
　前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ線駆動回路と、
　前記データ線に接続され前記発光素子の電圧を検出する電圧検出回路と、
　前記第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点と、前記データ線とを接続する第２ス
イッチ素子とを具備する表示装置の制御方法であって、
　前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給された第１信
号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによって前記
コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流
して前記発光素子を発光させ、
　前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッチ素子をＯＦＦし、前記第２スイッ
チ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線を介して前記電圧検出回路に前記接続点
における第１電位を検出させ、
　前記電圧検出回路にて検出された前記接続点における第１電位を、前記駆動トランジス
タのソース－ドレイン間に流れる第１電流に換算させる
　ことを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項９】
　前記表示装置は、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータが記憶されたメモリ
を備え、
　前記メモリに記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータに基づいて、
前記検出された前記接続点における第１電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレイ
ン間に流れる第１電流に換算する
　請求項８記載の表示装置の制御方法。
【請求項１０】
　さらに、
　前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給された第２信
号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによって前記
コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流
して前記発光素子を発光させ、
　前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッチ素子をＯＦＦし、前記第２スイッ
チ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線を介して前記電圧検出回路に前記接続点
における第２電位を検出させ、
　前記検出された前記接続点における第２電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレ
イン間に流れる第２電流に換算し、
　前記第１電位、前記第２電位、前記第１電流及び前記第２電流に基づいて、前記駆動ト
ランジスタの利得係数及び閾値電圧を算出する
　請求項８記載の表示装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記表示装置は、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータが記憶されたメモリ
を備え、
　前記メモリに記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータに基づいて、
前記第１電位及び前記第２電位を、それぞれ、前記第１電流及び前記第２電流に換算する
　請求項１０記載の表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に接続された前記第１電源線に設定
された電源電圧を前記第１信号電圧から減じた電圧をＶｇｓ１、前記電源電圧を前記第２
信号電圧から減じた電圧をＶｇｓ２、前記第１電流をＩ１、前記第２電流をＩ２、前記駆
動トランジスタのチャネル領域、酸化膜容量及び移動度に関する利得関数をβ、及び前記
駆動トランジスタの閾値電圧をＶｔｈとすると、
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【数１】

　となる関係式を用いて、前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧を算出する
　請求項１０記載の表示装置の制御方法。
【請求項１３】
　発光素子と、
　前記発光素子の第１電極に電気的に接続される第１電源線と、
　前記発光素子の第２電極に電気的に接続される第２電源線と、
　電圧を保持するコンデンサと、
　前記第１電極と前記第１電源線との間に設けられ前記コンデンサに保持された電圧に応
じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して前記発光素子を発光させる駆
動トランジスタと、
　前記コンデンサの一方の電極に信号電圧を供給するデータ線と、
　前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる第１スイッチ素子と、
　前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ線駆動回路と、
　前記発光素子の電圧を読出す読出し線と、
　前記読出し線に接続され前記発光素子の電圧を検出する電圧検出回路と、
　前記第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点と、前記読出し線とを接続する第２ス
イッチ素子と、
　前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給された信号電
圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによって前記コン
デンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して
前記発光素子を発光させ、前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッチ素子をＯ
ＦＦ状態とし、前記第２スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記読出し線を介して
前記接続点における電位を検出させる制御部と、
　前記電圧検出回路にて検出された前記接続点における電位を、前記駆動トランジスタの
ソース－ドレイン間に流れる電流に換算する換算部と、を具備する
　表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその制御方法に関し、特に、半導体駆動能動素子の特性バラツ
キ検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電流駆動型の発光素子を用いた画像表示装置として、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ：Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を用いた画像表示装置（有機Ｅ
Ｌディスプレイ）が知られている。この有機ＥＬディスプレイは、視野角特性が良好で、
消費電力が少ないという利点を有するため、次世代のＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）候補として注目されている。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイでは、通常、画素を構成する有機ＥＬ素子がマトリクス状に配置
される。複数の行電極（走査線）と複数の列電極（データ線）との交点に有機ＥＬ素子を
設け、選択した行電極と複数の列電極との間にデータ信号に相当する電圧を印加するよう
にして有機ＥＬ素子を駆動するものをパッシブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイと呼
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ぶ。
【０００４】
　一方、複数の走査線と複数のデータ線との交点に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ
　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を設け、このＴＦＴにドライビングトランジスタの
ゲートを接続し、選択した走査線を通じてこのＴＥＴをオンさせてデータ線からデータ信
号をドライビングトランジスタに入力し、そのドライビングトランジスタによって有機Ｅ
Ｌ素子を駆動するものをアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイと呼ぶ。
【０００５】
　各行電極（走査線）を選択している期間のみ、それに接続された有機ＥＬ素子が発光す
るパッシブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイとは異なり、アクティブマトリクス型の
有機ＥＬディスプレイでは、次の走査（選択）まで有機ＥＬ素子を発光させることが可能
であるため、デューティ比が上がってもディスプレイの輝度減少を招くようなことはない
。従って、低電圧で駆動できるので、低消費電力化が可能となる。しかしながら、アクテ
ィブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイでは、ドライビングトランジスタや有機ＥＬ素
子の特性のバラツキに起因して、同じデータ信号を与えても、各画素において有機ＥＬ素
子の輝度が異なり、輝度ムラが発生するという欠点がある。
【０００６】
　従来の有機ＥＬディスプレイにおける、ドライビングトランジスタや有機ＥＬ素子の特
性のバラツキや劣化（以下、特性の不均一と総称する）による輝度ムラの補償方法として
は、複雑な画素回路による補償、代表画素によるフィードバック補償、また、全画素に流
れる電流の合計によるフィードバック補償などが代表的である。
【０００７】
　しかし、複雑な画素回路は歩留まりを下げてしまう。また、代表画素によるフィードバ
ックや、全画素に流れる電流の合計によるフィードバックでは、画素ごとの特性の不均一
を補償できない。
【０００８】
　上記理由により、簡単な画素回路で、画素ごとに特性の不均一を検出する方法がいくつ
か提案されている。
【０００９】
　例えば、特許文献１に開示された発光パネル用基板、発光パネル用基板の検査方法及び
発光パネルでは、従来の２つのトランジスタからなる電圧駆動画素回路に、ダイオード接
続のトランジスタを接続し、それをＥＬに見立てることによって、ＥＬ形成前の発光パネ
ル用基板の状態において、そのダイオード接続のトランジスタに接続されたテスト線に流
れる電流を測定し、データ電圧と駆動トランジスタを流れる電流との関係を検出して、画
素検査及び画素特性抽出を行うことができる。また、そのＥＬ形成後もダイオード接続の
トランジスタはテスト線を用いて逆バイアスとして電流を流さないようにできるため、通
常の電圧書き込み動作が行える。また、アレイの状態で検出された特性は、有機ＥＬ発光
パネルを使用する際のデータ線への印加電圧の補正制御に利用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－１３９０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、画素に流れる駆動電流は非常に微小であり、微小電流の測定を当該電流
測定のためのテスト線などを介して精度よく行うことは困難である。
【００１２】
　特許文献１に開示された発光パネル用基板、発光パネル用基板の検査方法及び発光パネ
ルでは、駆動トランジスタの特性を検出する際、電流測定を用いるので、特性の検出精度
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が悪いという課題を有する。結果的には、駆動トランジスタの特性バラツキの検出精度が
低く、画素間の輝度ムラが十分に補正されない。
【００１３】
　各画素の有する駆動トランジスタは、発光パネル内で共通の電源および共通の電極に接
続されている。また、特許文献１に記載されたテスト線も発光パネル内で共通の電源およ
び共通の電極に接続されている。上記微小電流の測定を精度よく行うことが困難である理
由は、駆動トランジスタが共通電極及び共通電源に接続されているので、測定画素以外を
発生原因とするノイズの影響も受けやすいこと、また、測定画素以外の負荷状況により電
圧降下やインピーダンス変化の影響を受けやすいこと、が挙げられる。
【００１４】
　また、特許文献１に記載された微小電流の測定による駆動トランジスタの特性バラツキ
検出に代表されるように、実際の発光パネルの表示動作期間以外の期間を設けて当該検出
動作を実行しなければならない。そうすると、例えば、経時変化により定期的に駆動トラ
ンジスタの特性バラツキを検出して補正を更新する必要がある場合などには、当該検出動
作のために表示動作期間が制限される可能性がある。
【００１５】
　上記課題に鑑み、本発明は、単純な画素回路でありながら、各画素の駆動能動素子の電
流を高効率かつ高精度に検出することを可能とする表示装置及びその制御方法を提供する
ことを第１の目的とする。また、その電流検出結果を用いることにより各画素の駆動能動
素子の特性バラツキを高精度に検出する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、発光素子と、前記発光
素子の第１電極に電気的に接続される第１電源線と、前記発光素子の第２電極に電気的に
接続される第２電源線と、電圧を保持するコンデンサと、前記第１電極と前記第１電源線
との間に設けられ前記コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記
第２電源線との間に流して前記発光素子を発光させる駆動トランジスタと、前記コンデン
サの一方の電極に信号電圧を供給するデータ線と、前記信号電圧に対応する電圧を前記コ
ンデンサに保持させる第１スイッチ素子と、前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ
線駆動回路と、前記データ線に接続され前記発光素子の電圧を検出する電圧検出回路と、
前記第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点と、前記データ線とを接続する第２スイ
ッチ素子と、前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給さ
れた信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによっ
て前記コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との
間に流して前記発光素子を発光させ、前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッ
チ素子をＯＦＦ状態とし、前記第２スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ
線を介して前記電圧検出回路に前記接続点における電位を検出させる制御部とを具備する
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の表示装置及びその制御方法によれば、単純な画素回路でありながら、発光動作
中に、駆動トランジスタの特性に関連する検査電圧を測定することができ、当該検査電圧
を用いて、各画素の駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を迅速に、簡便に、かつ
精度よく検出することが可能となる。さらに、２つの異なるソース－ドレイン間電流を検
出することにより、上記駆動トランジスタの利得係数及び閾値電圧を算出することができ
るので、当該駆動トランジスタ特性の不均一に起因する画素間の輝度ムラを補正すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図
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である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の有する一画素部の回路構成及び
その周辺回路との接続を示す図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る表示装置の有する電圧検出部の第１の構成を
表す図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る表示装置の有する電圧検出部の第２の構成を
表す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る表示装置の有する電圧検出部の第３の構成を
表す図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係る表示装置の制御方法を説明する動作フローチ
ャートである。
【図７】図７は、本発明の実施の形態に係る制御部の補正方法を説明する動作フローチャ
ートである。
【図８】図８は、本発明の実施の形態１に係る駆動トランジスタ特性を検出するための信
号電圧の供給タイミングおよび検査電圧の検出タイミングを示すタイミングチャートであ
る。
【図９Ａ】図９Ａは、本発明の実施の形態１に係る表示装置の時刻ｔ１～ｔ２における動
作状態を説明する回路図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本発明の実施の形態１に係る表示装置の時刻ｔ２～ｔ４における動
作状態を説明する回路図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、本発明の実施の形態１に係る表示装置の時刻ｔ４～ｔ６における動
作状態を説明する回路図である。
【図１０】図１０は、有機ＥＬ素子の電圧－電流特性の一例を表したグラフである。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態２に係る表示装置の有する一画素部の回路構成
及びその周辺回路との接続を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態２に係る駆動トランジスタ特性を検出するため
の信号電圧の供給タイミングおよび検査電圧の検出タイミングを示すタイミングチャート
である。
【図１３】図１３は、本発明の表示装置を内蔵した薄型フラットＴＶの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　請求項１記載の態様の表示装置は、発光素子と、前記発光素子の第１電極に電気的に接
続される第１電源線と、前記発光素子の第２電極に電気的に接続される第２電源線と、電
圧を保持するコンデンサと、前記第１電極と前記第１電源線との間に設けられ前記コンデ
ンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して前
記発光素子を発光させる駆動トランジスタと、前記コンデンサの一方の電極に信号電圧を
供給するデータ線と、前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる第１ス
イッチ素子と、前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ線駆動回路と、前記データ線
に接続され前記発光素子の電圧を検出する電圧検出回路と、前記第１電極と前記駆動トラ
ンジスタとの接続点と、前記データ線とを接続する第２スイッチ素子と、前記第１スイッ
チ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給された信号電圧に対応する電圧
を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによって前記コンデンサに保持され
た電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して前記発光素子を発
光させ、前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッチ素子をＯＦＦ状態とし、前
記第２スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線を介して前記電圧検出回路
に前記接続点における電位を検出させる制御部とを具備するものである。
【００２０】
　本態様によると、前記第１電源線と前記第２電源線との間に電流を流して前記発光素子
を発光させている間に、前記データ線を介して前記電圧検出回路に前記発光素子の第１電
極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を検出する。これにより、前記発光素
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子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を、前記発光素子を発光す
る際に前記データ線から供給される信号電圧を用いて精度よく検出できる。
【００２１】
　この検出した電位を電流に変換すれば、この変換後の電流は、前記発光素子と前記駆動
トランジスタとの接続関係により、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流とな
る。そのため、前記発光素子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位
を検出する専用の電圧入力を用いることなく、前記発光素子を発光する際に前記データ線
から供給される信号電圧を用いることで、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電
流を簡易かつ精度良く算出できる。
【００２２】
　さらに本態様の表示装置は、請求項１記載の表示装置において、さらに、前記電圧検出
回路にて検出された前記接続点における電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレイ
ン間に流れる電流に換算する換算部を備えるものである。
【００２３】
　さらに、本態様によると、前記電圧検出回路にて検出された前記発光素子の第１電極と
前記駆動トランジスタとの接続点における電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレ
イン間に流れる電流に換算する換算部を設けている。これにより、前記検出した電位を電
流に変換する。この変換後の電流は、前記発光素子と前記駆動トランジスタとの接続関係
により、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流となる。そのため、前記発光素
子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を検出する専用の電圧入力
を用いることなく、前記発光素子を発光する際に前記データ線から供給される信号電圧を
用いることで、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を簡易かつ精度良く算出
できる。
【００２４】
　請求項２記載の態様の表示装置は、請求項１記載の表示装置において、さらに、前記発
光素子の電圧－電流特性に対応するデータが記憶されたメモリを備え、前記換算部は、前
記メモリに記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータに基づいて、前記
電圧検出回路にて検出された前記接続点における電位を、前記駆動トランジスタのソース
－ドレイン間に流れる電流に換算するものである。
【００２５】
　本態様によると、本態様の表示装置は、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデー
タを記憶したメモリを設けている。これにより、予め記憶された前記発光素子の電圧－電
流特性に対応するデータと、前記電圧検出回路にて検出された前記発光素子の第１電極と
前記駆動トランジスタとの接続点における電位とから、前記発光素子を流れる電流が算出
される。そのため、この電流と等しい駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流が算出
されることになる。その結果、駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を、前記電圧
検出回路にて検出された電位から迅速に算出できる。
【００２６】
　請求項３記載の態様の表示装置は、請求項２記載の表示装置において、前記発光素子、
前記コンデンサ及び前記駆動トランジスタは画素部を構成し、前記発光素子の電圧－電流
特性に対応するデータは、前記画素部の発光素子の電圧－電流特性のデータであるもので
ある。
【００２７】
　本態様によると、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータは、前記画素部の発
光素子の電圧－電流特性のデータであってもよい。
【００２８】
　請求項４記載の態様の表示装置は、請求項２記載の表示装置において、前記発光素子、
前記コンデンサ及び前記駆動トランジスタにより構成される画素部を複数有し、前記発光
素子の電圧－電流特性に対応するデータは、複数の前記画素部を代表する発光素子の電圧
－電流特性のデータであるものである。
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【００２９】
　本態様によると、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータは、複数の画素部を
代表する発光素子の電圧－電流特性のデータであってもよい。
【００３０】
　請求項５記載の態様の表示装置は、請求項２記載の表示装置において、前記発光素子、
前記コンデンサ及び前記駆動トランジスタは画素部を構成し、複数の前記画素部と前記複
数の画素部の各々に接続される複数のデータ線とを有する発光パネルを備え、前記電圧検
出回路は、前記複数のデータ線のうち選択された一以上のデータ線を介して、前記接続点
における電位を検出する一以上の電圧検出器と、前記複数のデータ線と前記一以上の電圧
検出器との間に接続され、前記選択された一以上のデータ線と前記一以上の電圧検出器と
を導通させるマルチプレクサとを備え、前記一以上の電圧検出回路の数は、前記複数のデ
ータ線の本数より少ないものである。
【００３１】
　本態様によると、前記一以上の電圧検出回路の数は、前記複数のデータ線の本数より少
ない。これにより、前記発光素子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における
電位を検出するために必要とされる電圧検出回路の数量を削減できるので、表示装置の省
面積化や部品点数の削減を実現できる。
【００３２】
　請求項６記載の態様の表示装置は、請求項５記載の表示装置において、前記マルチプレ
クサは、前記発光パネル上に形成されているものである。
【００３３】
　本態様によると、前記マルチプレクサは、前記発光パネル上に形成されていてもよい。
この場合、電圧検出回路の規模が縮小されるので、低コストを実現できる。
【００３４】
　請求項７記載の態様の表示装置は、請求項１記載の表示装置において、前記第１電極は
、前記発光素子のアノード電極であり、前記第１電源線の電圧は前記第２電源線の電圧よ
り高く、前記第１電源線から前記第２電源線に電流が流れるものである。
【００３５】
　本態様によると、前記発光素子の第１電極を前記発光素子のアノード電圧とし、前記第
１電源線の電圧を前記第２電源線の電圧より高く、前記第１電源線から前記第２電源線に
電流が流れるようにしてもよい。
【００３６】
　請求項８記載の態様の表示装置の制御方法は、発光素子と、前記発光素子の第１電極に
電気的に接続される第１電源線と、前記発光素子の第２電極に電気的に接続される第２電
源線と、電圧を保持するコンデンサと、前記第１電極と前記第１電源線との間に設けられ
前記コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間
に流して前記発光素子を発光させる駆動トランジスタと、前記コンデンサの一方の電極に
信号電圧を供給するデータ線と、前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持さ
せる第１スイッチ素子と、前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ線駆動回路と、前
記データ線に接続され前記発光素子の電圧を検出する電圧検出回路と、前記第１電極と前
記駆動トランジスタとの接続点と、前記データ線とを接続する第２スイッチ素子とを具備
する表示装置の制御方法であって、前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前
記データ線から供給された第１信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前
記駆動トランジスタによって前記コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電
源線と前記第２電源線との間に流して前記発光素子を発光させ、前記発光素子が発光して
いる間に、前記第１スイッチ素子をＯＦＦし、前記第２スイッチ素子をＯＮ状態とするこ
とにより前記データ線を介して前記電圧検出回路に前記接続点における第１電位を検出さ
せるものである。
【００３７】
　本態様によると、前記第１電源線と前記第２電源線との間に電流を流して前記発光素子
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を発光させている間に、前記データ線を介して前記電圧検出回路に前記発光素子の第１電
極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を検出する。これにより、前記発光素
子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を、前記発光素子を発光す
る際に前記データ線から供給される信号電圧を用いて精度よく検出できる。この検出した
電位を電流に変換すれば、この変換後の電流は、前記発光素子と前記駆動トランジスタと
の接続関係により、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流となる。そのため、
前記発光素子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を検出する専用
の電圧入力を用いることなく、前記発光素子を発光する際に前記データ線から供給される
信号電圧を用いることで、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を簡易かつ精
度良く算出できる。
【００３８】
　さらに本態様の表示装置の制御方法は、請求項８記載の制御方法において、検出された
前記接続点における第１電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間に流れる第
１電流に換算するものである。
【００３９】
　さらに、本態様によると、前記電圧検出回路にて検出された前記発光素子の第１電極と
前記駆動トランジスタとの接続点における電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレ
イン間に流れる電流に換算する換算部を設けている。これにより、前記検出した電位を電
流に変換する。この変換後の電流は、前記発光素子と前記駆動トランジスタとの接続関係
により、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流となる。そのため、前記発光素
子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を検出する専用の電圧入力
を用いることなく、前記発光素子を発光する際に前記データ線から供給される信号電圧を
用いることで、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を簡易かつ精度良く算出
できる。
【００４０】
　請求項９記載の態様の表示装置の制御方法は、請求項８記載の制御方法において、前記
表示装置は、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータが記憶されたメモリを備え
、前記メモリに記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータに基づいて、
前記検出された前記接続点における第１電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレイ
ン間に流れる第１電流に換算するものである。
【００４１】
　本態様によると、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータを記憶したメモリを
設けている。これにより、予め記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデー
タと、前記電圧検出回路にて検出された前記発光素子の第１電極と前記駆動トランジスタ
との接続点における電位とから、前記発光素子を流れる電流が算出される。そのため、こ
の電流と等しい駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流が算出されることになる。そ
の結果、駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を、前記電圧検出回路にて検出され
た電位から迅速に算出できる。
【００４２】
　請求項１０記載の態様の表示装置の制御方法は、請求項８記載の制御方法において、さ
らに、前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線から供給された第
２信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トランジスタによって
前記コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間
に流して前記発光素子を発光させ、前記発光素子が発光している間に、前記第１スイッチ
素子をＯＦＦし、前記第２スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記データ線を介し
て前記電圧検出回路に前記接続点における第２電位を検出させ、前記検出された前記接続
点における第２電位を、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間に流れる第２電流に
換算し、前記第１電位、前記第２電位、前記第１電流及び前記第２電流に基づいて、前記
駆動トランジスタの利得係数及び閾値電圧を算出するものである。
【００４３】
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　本態様によると、通常の発光素子の発光動作時の２つの異なる信号電圧を用いることに
より、それぞれの信号電圧に対応した駆動トランジスタの２つの異なるソース－ドレイン
間電流を検出できる。即ち、前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧を、前記
第１電位、前記第２電位、前記第１電流及び前記第２電流を用いて算出することが可能と
なる。そのため、前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧を算出すれば、複数
の画素間における前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧のバラツキを、簡便
にかつ迅速に算出することが可能となる。その結果、複数の画素間における前記駆動トラ
ンジスタの利得係数及び前記閾値電圧の不均一に起因する輝度ムラを精度よく補正するこ
とが可能となる。
【００４４】
　請求項１１記載の態様の表示装置の制御方法は、請求項１０記載の制御方法において、
前記表示装置は、前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータが記憶されたメモリを
備え、前記メモリに記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータに基づい
て、前記第１電位及び前記第２電位を、それぞれ、前記第１電流及び前記第２電流に換算
するものである。
【００４５】
　本態様によると、予め記憶された前記発光素子の電圧－電流特性に対応するデータと、
前記電圧検出回路にて検出された前記発光素子の第２電極と前記駆動トランジスタとの接
続点における電位とから、前記発光素子を流れる電流が算出される。そのため、この電流
と等しい駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流が算出されることになる。その結果
、駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流を、前記電圧検出回路にて検出された電位
から迅速に算出できる。
【００４６】
　請求項１２記載の態様の表示装置の制御方法は、請求項１０記載の制御方法において、
前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に接続された前記第１電源線に設定さ
れた電源電圧を前記第１信号電圧から減じた電圧をＶｇｓ１、前記電源電圧を前記第２信
号電圧から減じた電圧をＶｇｓ２、前記第１電流をＩ１、前記第２電流をＩ２、前記駆動
トランジスタのチャネル領域、酸化膜容量及び移動度に関する利得関数をβ、及び前記駆
動トランジスタの閾値電圧をＶｔｈとすると、
【００４７】
【数１】

　となる関係式を用いて、前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧を算出する
ものである。
【００４８】
　本態様によると、前記発光素子の発光動作時に供給される第１信号電圧及び第２信号電
圧に基づいて検出された前記接続点における第１電位及び前記接続点における第２電位を
用いることにより、前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧を算出できるので
、複数の画素間における前記駆動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧のバラツキを
、簡便にかつ迅速に算出することが可能となる。その結果、複数の画素間における前記駆
動トランジスタの利得係数及び前記閾値電圧の不均一に起因する輝度ムラを精度よく補正
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することが可能となる。
【００４９】
　請求項１３記載の態様の表示装置は、発光素子と、前記発光素子の第１電極に電気的に
接続される第１電源線と、前記発光素子の第２電極に電気的に接続される第２電源線と、
電圧を保持するコンデンサと、前記第１電極と前記第１電源線との間に設けられ前記コン
デンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記第２電源線との間に流して
前記発光素子を発光させる駆動トランジスタと、前記コンデンサの一方の電極に信号電圧
を供給するデータ線と、前記信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させる第１
スイッチ素子と、前記データ線に信号電圧の供給を行うデータ線駆動回路と、前記発光素
子の電圧を読出す読出し線と、前記読出し線に接続され前記発光素子の電圧を検出する電
圧検出回路と、前記第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点と、前記読出し線とを接
続する第２スイッチ素子と、前記第１スイッチ素子をＯＮ状態とすることにより前記デー
タ線から供給された信号電圧に対応する電圧を前記コンデンサに保持させ、前記駆動トラ
ンジスタによって前記コンデンサに保持された電圧に応じた電流を前記第１電源線と前記
第２電源線との間に流して前記発光素子を発光させ、前記発光素子が発光している間に、
前記第１スイッチ素子をＯＦＦ状態とし、前記第２スイッチ素子をＯＮ状態とすることに
より前記読出し線を介して前記接続点における電位を検出させる制御部とを具備するもの
である。
【００５０】
　本態様によると、前記第１電源線と前記第２電源線との間に電流を流して前記発光素子
を発光させている間に、前記データ線を介して前記電圧検出回路に前記発光素子の第１電
極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を検出する。これにより、前記発光素
子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位を、前記発光素子を発光す
る際に前記データ線から供給される信号電圧を用いて精度よく検出できる。
【００５１】
　この検出した電位を電流に変換すれば、この変換後の電流は、前記発光素子と前記駆動
トランジスタとの接続関係により、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流とな
る。そのため、前記発光素子の第１電極と前記駆動トランジスタとの接続点における電位
を検出する専用の電圧入力を用いることなく、前記発光素子を発光する際に前記データ線
から供給される信号電圧を用いることで、前記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電
流を簡易かつ精度良く算出できる。
【００５２】
　また、前記電圧検出回路に、前記データ線とは別の読出し線を介して、前記発光素子の
電圧を検出させる。これにより、前記電圧検出回路は、基本回路に接続されていない読出
し線を介して前記発光素子の電圧を検出するので、基本回路の構成要素である第１スイッ
チ素子などによる電圧降下の影響を受けることなく、前記発光素子の電圧を一層精度よく
測定できる。
【００５３】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図に基づき説明する。なお、以下では、全ての図
を通じて同一又は相当する要素には同じ符号を付して、その重複する説明を省略する。
【００５４】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて具体的に説明する。
【００５５】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である
。同図における表示装置１は、表示部１０と、走査線駆動回路２０と、データ線駆動回路
３０と、電圧検出回路５０と、マルチプレクサ６０と、制御部７０と、メモリ８０とを備
える。
【００５６】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る表示装置の有する一画素部の回路構成及びその周
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辺回路との接続を示す図である。同図における画素部１００は、有機ＥＬ素子１１０と、
駆動トランジスタ１２０と、スイッチングトランジスタ１３０と、検査トランジスタ１４
０と、容量素子１５０と、共通電極１１５と、電源線１２５と、走査線２１と、制御線２
２と、データ線３１とを備える。また、周辺回路は、走査線駆動回路２０と、データ線駆
動回路３０と、電圧検出回路５０と、マルチプレクサ６０とを備える。
【００５７】
　まず、図１に記載された構成要素について、その機能を説明する。
【００５８】
　表示部１０は、複数の画素部１００を備える表示パネルである。
【００５９】
　走査線駆動回路２０は、走査線２１及び制御線２２に接続されており、それぞれ、画素
部１００のスイッチングトランジスタ１３０及び検査トランジスタ１４０の導通・非導通
を制御する機能を有する。
【００６０】
　データ線駆動回路３０は、データ線３１に信号電圧を供給する機能を有する。また、デ
ータ線駆動回路３０は、内部インピーダンスを変化させ、あるいは内蔵スイッチにより、
データ線３１との接続を開放したり、ショートしたりすることを可能とする。
【００６１】
　データ線３１は、画素部１００を含む画素列に接続され、データ線駆動回路３０から出
力された信号電圧を当該画素列の各画素部へ供給する。
【００６２】
　電圧検出回路５０は、マルチプレクサ６０と共に電圧検出部として機能し、マルチプレ
クサ６０を介してデータ線３１に接続されており、検査トランジスタ１４０が導通するこ
とにより、有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧を検出する機能を有する。検出されたアノ
ード電圧は、容量素子１５０に充電された駆動トランジスタ１２０のゲート電圧により、
駆動トランジスタ１２０のドレイン電流により発生したドレイン電圧と等しい。
【００６３】
　マルチプレクサ６０は、電圧検出回路５０と、電圧検出回路５０に接続されるデータ線
３１との導通・非導通の切り替えを行う機能を有する。
【００６４】
　なお、電圧検出回路５０は、データ線駆動回路３０とともにデータドライバＩＣに内蔵
されていてもよいし、データドライバＩＣとは別にあってもよい。
【００６５】
　図３は、本発明の実施の形態に係る表示装置の有する電圧検出部の第１の構成を表す図
である。同図に記載されているように、電圧検出回路５０は、データ線３１の本数と同数
の電圧検出器５１を有するものであってもよい。また、この場合、各電圧検出器５１はマ
ルチプレクサ６０を介して各データ線３１に接続されている。
【００６６】
　これに対し、図４は、本発明の実施の形態に係る表示装置の有する電圧検出部の第２の
構成を表す図である。同図に記載されているように、電圧検出回路５０は、データ線３１
の切り替えを行うマルチプレクサ６０とデータ線３１の本数より少ない電圧検出器５１を
もつものであることが好ましい。これにより、有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧の測定
時に必要な電圧検出器５１の数量が削減されるので、電子装置の省面積化や部品点数の削
減を実現することが可能となる。この場合、マルチプレクサ６０は、電圧検出回路５０の
外部にあってもよい。
【００６７】
　また、図５は、本発明の実施の形態に係る表示装置の有する電圧検出部の第３の構成を
表す図である。同図に記載されているように、電圧検出回路５０がデータ線３１の切り替
えを行うマルチプレクサ６０とデータ線３１より少ない数の電圧検出器５１をもつ場合、
マルチプレクサ６０は、発光パネル５上に形成されていてもよい。これにより、電圧検出
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回路の規模が縮小されるので、低コストで実現される。この場合においても、マルチプレ
クサ６０は、電圧検出回路５０の外部にあってもよい。
【００６８】
　再び、図１に記載された構成要素について、その機能を説明する。
【００６９】
　制御部７０は、電圧制御部７０１および換算部７０２を備える。
【００７０】
　電圧制御部７０１は、走査線駆動回路２０、データ線駆動回路３０、電圧検出回路５０
、マルチプレクサ６０、及びメモリ８０の制御を行い、電圧検出回路５０により有機ＥＬ
素子１１０のアノード電圧を検出させる機能を有する。
【００７１】
　換算部７０２は、電圧検出回路５０により検出された有機ＥＬ素子１１０のアノード電
圧を、予めメモリ８０に記憶されている有機ＥＬ素子の電圧－電流特性データから、有機
ＥＬ素子１１０を流れる電流値に換算する。さらに、換算部７０２は、変換された有機Ｅ
Ｌ素子１１０を流れる電流値を用いて、後述する演算により、駆動トランジスタ１２０の
利得係数及び閾値電圧を算出する。そして、算出された各画素部の利得係数及び閾値電圧
は、換算部７０２によりメモリ８０に書き込まれる。
【００７２】
　さらに、上記利得係数及び閾値電圧がメモリ８０へ書き込まれた後の各画素部の表示動
作において、制御部７０は、当該利得係数及び閾値電圧を読み出し、外部から入力された
映像信号データを、当該利得係数及び閾値電圧に基づいて補正し、データ線駆動回路３０
へと出力する。
【００７３】
　メモリ８０は、制御部７０に接続され、有機ＥＬ素子の電圧－電流特性データが格納さ
れている。この格納されている電圧－電流特性データと、測定された有機ＥＬ素子１１０
のアノード電圧とから、有機ＥＬ素子１１０を流れる電流が算出され、この電流と等しい
駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流が迅速に算出される。
【００７４】
　なお、予めメモリ８０に格納されている電圧－電流特性データは、発光パネルを代表す
る有機ＥＬ素子の電圧－電流特性データであってもよいし、または、各画素部の有する有
機ＥＬ素子１１０の電圧－電流特性のデータであってもよい。これにより、駆動トランジ
スタ１２０のソース－ドレイン間電流が精度良く算出される。
【００７５】
　また、上述した、予めメモリ８０に格納されている有機ＥＬ素子の電圧－電流特性は、
定期的に、または、有機ＥＬ素子１１０の特性の経時変化とともに更新されてもよい。
【００７６】
　次に、画素部１００の内部回路構成について、図２を用いて説明する。
【００７７】
　有機ＥＬ素子１１０は、発光素子として機能し、駆動トランジスタ１２０から与えられ
たソース－ドレイン間電流に応じた発光動作を行う。有機ＥＬ素子１１０の他方の端子で
あるカソードは、共通電極１１５に接続されており、通常は接地されている。
【００７８】
　駆動トランジスタ１２０は、そのゲートが、スイッチングトランジスタ１３０を介して
データ線３１に接続され、そのソース及びドレインの一方が、電源線１２５に接続され、
そのソース及びドレインの他方が有機ＥＬ素子１１０の一方の端子であるアノードに接続
されている。なお、電源線１２５は定電圧Ｖｄｄである電源に接続されている。
【００７９】
　上記回路接続により、駆動トランジスタ１２０のゲートには、データ線駆動回路３０か
ら出力された信号電圧が、データ線３１及びスイッチングトランジスタ１３０を介して印
加される。駆動トランジスタ１２０のゲートに印加された上記信号電圧に対応したソース
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－ドレイン間電流が、有機ＥＬ素子１１０のアノードを介して有機ＥＬ素子１１０に流れ
る。
【００８０】
　スイッチングトランジスタ１３０は、第１スイッチ素子として機能し、そのゲートは走
査線２１に接続され、そのソース及びドレインの一方がデータ線３１に接続され、そのソ
ース及びドレインの他方が駆動トランジスタ１２０のゲート及び容量素子１５０の一方の
電極に接続されている。つまり、走査線２１の電圧レベルがＨＩＧＨとなることによりス
イッチングトランジスタ１３０がＯＮ状態となり、上記信号電圧が駆動トランジスタ１２
０のゲートへ印加され、同時に上記信号電圧に対応する電圧を容量素子１５０に保持させ
る。
【００８１】
　検査トランジスタ１４０は、第２スイッチ素子として機能し、そのゲートは、制御線２
２に接続され、そのソース及びドレインの一方が有機ＥＬ素子１１０の一方の端子である
アノードに接続され、そのソース及びドレインの他方がデータ線３１に接続されている。
つまり、制御線２２の電圧レベルがＨＩＧＨとなることにより検査トランジスタ１４０が
ＯＮ状態となり、有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧がデータ線３１を介して電圧検出回
路５０にて検出される。
【００８２】
　容量素子１５０は、電圧を保持するコンデンサであり、その一方の端子が駆動トランジ
スタ１２０のゲートに接続され、その他方の端子が駆動トランジスタ１２０のソース及び
ドレインの一方に接続されている。この容量素子１５０により、駆動トランジスタ１２０
のゲートに与えられた信号電圧が保持されるので、当該信号電圧に対応したソース－ドレ
イン間電流が流れている間に、データ線３１、検査トランジスタ１４０及び電圧検出回路
５０を用いて有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧が検出される。
【００８３】
　上述した回路構成により、駆動トランジスタ１２０と有機ＥＬ素子１１０との接続点で
ある有機ＥＬ素子のアノードの電圧を、通常の発光動作時にデータ線駆動回路から供給さ
れる信号電圧を用いて精度良く測定することが可能となる。測定された上記有機ＥＬ素子
のアノード電圧は、後述する換算方法により当該有機ＥＬ素子に流れる電流に換算するこ
とが可能となる。この換算された電流は、上記有機ＥＬ素子と上記駆動トランジスタとの
接続関係より、上記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流に等しい。よって、上記
有機ＥＬ素子のアノード電圧を、当該電圧を測定するための専用の入力電圧を別途準備す
ることなく、通常発光動作時の信号電圧を用いることにより、上記駆動トランジスタのソ
ース－ドレイン間電流を簡便かつ精度良く算出することができる。
【００８４】
　次に、本発明の実施の形態に係る表示装置の制御方法について説明をする。
【００８５】
　図６は、本発明の実施の形態に係る表示装置の制御方法を説明する動作フローチャート
である。
【００８６】
　まず、電圧制御部７０１は、データ線駆動回路３０から出力された第１信号電圧を容量
素子１５０に書込み、駆動トランジスタ１２０に第1信号電圧に対応した第１電流を出力
させる（Ｓ１０）。
【００８７】
　次に、電圧制御部７０１は、第1信号電圧を与えたときの有機ＥＬ１１０のアノード電
圧を電圧検出回路５０に検出させる（Ｓ１１）。
【００８８】
　次に、電圧制御部７０１は、データ線駆動回路３０から出力された、第１信号電圧と異
なる第２信号電圧を容量素子１５０に書込み、駆動トランジスタ１２０に第２信号電圧に
対応した第２電流を出力させる（Ｓ１２）。
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【００８９】
　次に、電圧制御部７０１は、第２信号電圧を与えたときの有機ＥＬ１１０のアノード電
圧を電圧検出回路５０に検出させる（Ｓ１３）。
【００９０】
　次に、換算部７０２は、ステップＳ１０とステップＳ１２で容量素子１５０に書き込ま
れた第１信号電圧及び第２信号電圧、ステップＳ１１とステップＳ１３で得られた第１の
検査電圧及び第２の検査電圧、並びに予めメモリ８０に記憶されている有機ＥＬ素子の電
圧－電流特性データから、駆動トランジスタ１２０の利得係数及び閾値電圧を算出しメモ
リ８０に格納する（Ｓ１４）。上記駆動トランジスタ１２０の利得係数及び閾値電圧の算
出方法については後述する。
【００９１】
　最後に、制御部７０は、メモリ８０から、算出された利得係数及び閾値電圧を読み出し
て入力された映像信号をデータ電圧として補正する（Ｓ１５）。
【００９２】
　ステップＳ１５における制御部７０の動作については、例えば、以下のような動作が実
行される。
【００９３】
　図７は、本発明の実施の形態に係る制御部の補正方法を説明する動作フローチャートで
ある。
【００９４】
　まず、制御部７０は、外部から入力された映像信号と同時に入力された同期信号により
、画素毎に当該映像信号の位置情報を検出する（Ｓ１５１）。
【００９５】
　次に、制御部７０は、メモリ８０を参照し、画素毎の利得係数及び閾値電圧を読み出す
（Ｓ１５２）。
【００９６】
　次に、制御部７０は、映像信号に対応した輝度信号を、利得係数及び閾値電圧により補
正されたデータ電圧に変換する（Ｓ１５３）。
【００９７】
　最後に、制御部７０は、補正されたデータ電圧をデータ線駆動回路３０へ出力し、特定
の画素へ補正されたデータ電圧として供給させる（Ｓ１５４）。
【００９８】
　次に、図６に記載された動作フローチャートにおいて実行されるステップＳ１０および
ステップＳ１１での電気信号の供給タイミング及び検出タイミングを、図８及び図９Ａ～
図９Ｃを用いて説明する。
【００９９】
　図８は、本発明の実施の形態１に係る駆動トランジスタ特性を検出するための信号電圧
の供給タイミングおよび検査電圧の検出タイミングを示すタイミングチャートである。同
図において、横軸は時間を表している。また縦方向には、上から順に、走査線２１に発生
する電圧の波形図、制御線２２に発生する電圧の波形図、及びデータ線３１の電圧の波形
図が示されている。
【０１００】
　まず、時刻ｔ０において、データ線駆動回路３０はデータ線３１に第１信号電圧を出力
する。
【０１０１】
　次に、時刻ｔ１において、走査線２１の電圧のレベルがＨＩＧＨとなり、スイッチング
トランジスタ１３０がＯＮ状態となることで、駆動トランジスタ１２０のゲートへの第１
信号電圧の印加と、容量素子１５０への第１信号電圧の書き込みがなされる。
【０１０２】
　図９Ａは、本発明の実施の形態１に係る表示装置の時刻ｔ１～ｔ２における動作状態を
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説明する回路図である。
【０１０３】
　また、第１信号電圧及び第２信号電圧は、実際の表示動作に使用されるデータ電圧であ
り、時刻ｔ１において、駆動トランジスタ１２０は、第１信号電圧に対応した電流を有機
ＥＬ素子１１０に流す。これにより、有機ＥＬ素子１１０は発光動作を開始する。
【０１０４】
　次に、時刻ｔ２において、走査線２１の電圧のレベルがＬＯＷとなり、スイッチングト
ランジスタ１３０がＯＦＦ状態となることで、駆動トランジスタ１２０のゲートへの第１
信号電圧の印加と、容量素子１５０への第１信号電圧書き込みとが完了する。このとき、
駆動トランジスタ１２０は、容量素子１５０に保持された第１信号電圧に対応した電流を
有機ＥＬ素子１１０に継続して流す。これにより、有機ＥＬ素子１１０は発光動作を継続
する。
【０１０５】
　図９Ｂは、本発明の実施の形態１に係る表示装置の時刻ｔ２～ｔ４における動作状態を
説明する回路図である。
【０１０６】
　次に、時刻ｔ３において、データ線駆動回路３０からデータ線３１への第１信号電圧の
出力が停止し、データ線駆動回路３０がハイインピーダンスとなることによりデータ線駆
動回路３０とデータ線３１との接続が開放状態となる。
【０１０７】
　次に、時刻ｔ４において、制御線２２の電圧レベルがＨＩＧＨとなり、検査トランジス
タ１４０がＯＮ状態となることで、有機ＥＬ素子１１０のアノードとデータ線３１とが導
通する。
【０１０８】
　図９Ｃは、本発明の実施の形態１に係る表示装置の時刻ｔ４～ｔ６における動作状態を
説明する回路図である。
【０１０９】
　次に、時刻ｔ５において、有機ＥＬ素子１１０が発光動作を継続している状態で、電圧
検出回路５０がデータ線３１の電圧を検出することで、有機ＥＬ素子１１０のアノード電
圧が検出される。
【０１１０】
　最後に、時刻ｔ６において、制御線２２の電圧のレベルがＬＯＷとなり、検査トランジ
スタ１４０がＯＦＦ状態となることで一連の動作が終了する。
【０１１１】
　なお、上述したタイミングチャートは、第１信号電圧を第２信号電圧に置き換えること
により、図６に記載された動作フローチャートにおいて実行されるステップＳ１２および
ステップＳ１３での電気信号の供給タイミングおよび検出タイミングにも適用される。
【０１１２】
　図６に記載された各ステップ及び図８に記載されたタイミングチャートにより、測定さ
れた有機ＥＬ素子１１０の２つの異なるアノード電圧を、通常の発光動作時にデータ線駆
動回路３０から供給する２つの異なる信号電圧を用いて精度良く測定することが可能とな
る。また、測定された有機ＥＬ素子１１０の２つの異なるアノード電圧は、前述した、予
めメモリ８０に格納されている有機ＥＬ素子の電圧－電流特性により、有機ＥＬ素子１１
０に流れる２つの異なる電流へと変換されることが可能となる。そして、有機ＥＬ素子１
１０と駆動トランジスタ１２０との接続関係より、この２種類の電流は、駆動トランジス
タ１２０のソース－ドレイン間電流に等しい。よって、有機ＥＬ素子１１０のアノード電
圧を、当該電圧を測定するための専用の電圧入力を別途実行することなく、通常発光動作
時の２つの異なる信号電圧を用いることにより、駆動トランジスタ１２０のソース－ドレ
イン間の２つの異なる電流を簡便かつ精度良く算出することができる。
【０１１３】
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　次に、図６に記載された動作フローチャートにおいて実行されるステップＳ１４での駆
動トランジスタ１２０の利得係数及び閾値電圧を算出する方法を説明する。つまり、検出
された有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧から駆動トランジスタ１２０のソース－ドレイ
ン間電流に換算する方法、及び、上述した２つの異なる信号電圧及びそれらに対応した駆
動トランジスタ１２０の２つの異なるソース－ドレイン間電流を用いて、駆動トランジス
タ１２０の利得係数及び閾値電圧を算出する方法を説明する。
【０１１４】
　まず、容量素子１５０に書き込まれた信号電圧をＶdet、駆動トランジスタ１２０のソ
ース端子に印加された電源電圧をＶdd、及び駆動トランジスタ１２０のソース－ドレイン
間電流をＩtestとすると、以下の式１が成り立つ。
　　　Ｉtest＝（β／２）（Ｖdet－Ｖdd－Ｖｔｈ）2　　　　　　　　（式１）
【０１１５】
　ここで、βは、駆動トランジスタ１２０のチャネル領域、酸化膜容量、及び移動度に関
する利得係数であり、Ｖｔｈは、駆動トランジスタ１２０の閾値電圧であり移動度に関係
するものである。
【０１１６】
　ここで、駆動トランジスタ１２０のソース－ドレイン間電流は有機ＥＬ素子１１０のア
ノード電圧と、有機ＥＬ素子１１０の電圧－電流特性から求めることができる。
【０１１７】
　図１０は、有機ＥＬ素子の電圧－電流特性の一例を表したグラフである。同図における
横軸は、有機ＥＬ素子のアノード－カソード間に印加される電圧を、また、縦軸は、有機
ＥＬ素子に流れる電流を表す。この有機ＥＬ素子の電圧－電流特性は、例えば、予めメモ
リ８０に格納されている。メモリ８０に格納されている電圧－電流特性データは、発光パ
ネルを代表する有機ＥＬ素子の電圧－電流特性データであることが好ましい。
【０１１８】
　前述した図８の時刻ｔ５において、検出された有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧と、
メモリ８０から読み出された図１０記載の有機ＥＬ素子の電圧－電流特性とから、有機Ｅ
Ｌ素子１１０を流れる電流が換算される。この換算された電流は、駆動トランジスタ１２
０を流れるソース－ドレイン間電流に等しい。以上のようにして、有機ＥＬ素子１１０の
アノード電圧から、駆動トランジスタ１２０のソース－ドレイン間電流Ｉtestが換算され
る。
【０１１９】
　次に、式１より、大きさの異なる２種類の信号電圧Ｖdet1、Ｖdet2を与えたときの駆動
トランジスタ１２０のソース－ドレイン間電流をＩ1及びＩ2とすると、以下のような連立
方程式が得られる。
　　　Ｉ1＝（β／２）（Ｖdet1－Ｖdd－Ｖｔｈ）2　　　　　　　　（式２）
　　　Ｉ2＝（β／２）（Ｖdet2－Ｖdd－Ｖｔｈ）2　　　　　　　　（式３）
【０１２０】
　ここで、Ｖｇｓ１＝Ｖｄｅｔ１－Ｖｄｄ、Ｖｇｓ２=Ｖｄｅｔ２－Ｖｄｄとおき、この
連立方程式を解くと、βとＶｔｈはそれぞれ以下のようになる。
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【数２】

【０１２１】
　このようにして、第１信号電圧Ｖｇｓ１と第２信号電圧Ｖｇｓ２とを容量素子１５０に
与え、それらにより測定された有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧が換算された第１電流
Ｉ1及び第２電流Ｉ2により、駆動トランジスタ１２０の利得係数及び閾値電圧を算出する
ことができる。
【０１２２】
　なお、第１信号電圧と第２信号電圧は、データ線３１において検出することが可能であ
り、例えば、電圧検出回路５０にて検出することができる。
【０１２３】
　上記特性パラメータは、駆動トランジスタの製造バラツキなどに起因し画素間で異なる
値を有する場合がある。上述した算出方法により得られた画素部ごとの利得係数及び閾値
電圧を、メモリ８０などに格納しておくことにより、以降の発光動作時にメモリ８０から
各画素部の利得係数及び閾値電圧を読み出すことにより、映像信号データが補正され画素
間での駆動トランジスタの特性バラツキによる輝度ムラが改善される。
【０１２４】
　なお、メモリ８０に格納されている有機ＥＬ素子の電圧－電流特性データは、各画素部
の有する有機ＥＬ素子１１０の電圧－電流特性データ、または、複数の画素部を単位とす
るブロックごとの有機ＥＬ素子の電圧－電流特性データが複数格納されていてもよい。こ
れにより、駆動トランジスタ１２０のソース－ドレイン間電流がより精度良く算出される
。以上、本発明の実施の形態によれば、単純な画素回路でありながら、発光動作中に、駆
動トランジスタの特性に関連する検査電圧を、精度よく測定することができる。また上記
検査電圧と、予め格納されている発光素子の電圧－電流特性とを用いて、各画素の駆動ト
ランジスタのソース－ドレイン間電流を迅速に、簡便に、かつ精度よく算出することが可
能となる。さらに、上記算出されたソース－ドレイン間電流を用いることにより、各画素
部の駆動トランジスタの特性パラメータを算出できる。この特性パラメータを用いて、上
記駆動トランジスタ特性の不均一に起因する画素間の輝度ムラを補正することができる。
【０１２５】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて具体的に説明する。
【０１２６】
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る表示装置の有する一画素部の回路構成及びその
周辺回路との接続を示す図である。同図における画素部１０１は、有機ＥＬ素子１１０と
、駆動トランジスタ１２０と、スイッチングトランジスタ１３０と、検査トランジスタ１
６０と、容量素子１５０と、共通電極１１５と、電源線１２５と、走査線２１と、制御線
２２と、データ線３１と、読出し線５３とを備える。また、周辺回路は、走査線駆動回路
２０と、データ線駆動回路３０と、電圧検出回路５０と、マルチプレクサ６０と、電圧選
択スイッチ６５とを備える。本発明の実施の形態２における表示装置は、実施の形態１に
おける表示装置と比較して、各画素列に読出し線５３が配置され、また、読出し線５３と
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データ線駆動回路３０との接続、または、データ線３１とデータ線駆動回路３０との接続
のいずれかを選択するための電圧選択スイッチ６５が配置されている点が異なる。また、
画素部１０１は、画素部１００と比較して、検査トランジスタ１６０がデータ線３１では
なく読出し線５３に接続されている点が異なる。以下、実施の形態１と同じ点は説明を省
略し、異なる点のみ説明をする。
【０１２７】
　走査線駆動回路２０は、走査線２１及び制御線２２に接続されており、それぞれ、画素
部１０１のスイッチングトランジスタ１３０及び検査トランジスタ１６０の導通・非導通
を制御する機能を有する。
【０１２８】
　データ線駆動回路３０は、データ線３１に信号電圧を供給する機能を有する。また、デ
ータ線駆動回路３０は、電圧選択スイッチ６５により、データ線３１との接続を開放した
り、ショートしたりすることを可能とする。
【０１２９】
　電圧検出回路５０は、マルチプレクサ６０と共に電圧検出部として機能し、マルチプレ
クサ６０を介して読出し線５３に接続されており、検査トランジスタ１６０が導通するこ
とにより、有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧を検出する機能を有する。検出されたアノ
ード電圧は、容量素子１５０に充電された駆動トランジスタ１２０のゲート電圧により、
駆動トランジスタ１２０のドレイン電流により発生したドレイン電圧と等しい。
【０１３０】
　マルチプレクサ６０は、電圧検出回路５０と、電圧検出回路５０に接続される読出し線
５３との導通・非導通の切り替えを行う機能を有する。
【０１３１】
　検査トランジスタ１６０は、第２スイッチ素子として機能し、そのゲートは、制御線２
２に接続され、そのソース及びドレインの一方が有機ＥＬ素子１１０の一方の端子である
アノードに接続され、そのソース及びドレインの他方が読出し線５３に接続されている。
つまり、制御線２２の電圧レベルがＨＩＧＨとなることにより検査トランジスタ１６０が
ＯＮ状態となり、有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧が読出し線５３を介して電圧検出回
路５０にて検出される。
【０１３２】
　容量素子１５０は、電圧を保持するコンデンサであり、その一方の端子が駆動トランジ
スタ１２０のゲートに接続され、その他方の端子が駆動トランジスタ１２０のソース及び
ドレインの一方に接続されている。この容量素子１５０により、駆動トランジスタ１２０
のゲートに与えられた信号電圧が保持されるので、当該信号電圧に対応したソース－ドレ
イン間電流が流れている間に、読出し線５３、検査トランジスタ１６０及び電圧検出回路
５０を用いて有機ＥＬ素子１１０のアノード電圧が検出される。
【０１３３】
　上述した回路構成により、駆動トランジスタ１２０と有機ＥＬ素子１１０との接続点で
ある有機ＥＬ素子のアノードの電圧を、通常の発光動作時にデータ線駆動回路から供給さ
れる信号電圧を用いて精度良く測定することが可能となる。測定された上記有機ＥＬ素子
のアノード電圧は、後述する換算方法により当該有機ＥＬ素子に流れる電流に換算するこ
とが可能となる。この換算された電流は、上記有機ＥＬ素子と上記駆動トランジスタとの
接続関係より、上記駆動トランジスタのソース－ドレイン間電流に等しい。よって、上記
有機ＥＬ素子のアノード電圧を、当該電圧を測定するための専用の入力電圧を別途準備す
ることなく、通常発光動作時の信号電圧を用いることにより、上記駆動トランジスタのソ
ース－ドレイン間電流を簡便かつ精度良く算出することができる。
【０１３４】
　加えて、有機ＥＬ素子の電流－電圧特性を測定するための電流印加パスと電圧検出パス
を独立に設けているので、当該電圧検出の際に、スイッチングトランジスタ１３０による
電圧降下の影響を受けずに、更に精度の高い電流－電圧特性計測が可能となる。
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【０１３５】
　次に、本発明の実施の形態２に係る表示装置の制御方法について説明をする。
【０１３６】
　なお、本発明の実施の形態２に係る表示装置の制御方法を説明する動作フローチャート
、及び、本発明の実施の形態２に係る制御部の補正方法を説明する動作フローチャートは
、それぞれ、実施の形態１で説明した図６及び図７と同様であるので、ここでは説明を省
略する。
【０１３７】
　次に、図６に記載された動作フローチャートにおいて実行されるステップＳ１０および
ステップＳ１１での電気信号の供給タイミング及び検出タイミングを、図１２を用いて説
明する。
【０１３８】
　図１２は、本発明の実施の形態２に係る駆動トランジスタ特性を検出するための信号電
圧の供給タイミングおよび検査電圧の検出タイミングを示すタイミングチャートである。
同図において、横軸は時間を表している。また縦方向には、上から順に、走査線２１に発
生する電圧の波形図、制御線２２に発生する電圧の波形図、電圧選択スイッチ６５に発生
する電圧の波形図、データ線３１の電圧、及び読出し線５３の電圧の波形図が示されてい
る。
【０１３９】
　まず、時刻ｔ０において、データ線駆動回路３０はデータ線３１に第１信号電圧を出力
する。
【０１４０】
　次に、時刻ｔ１において、電圧選択スイッチ６５の電圧をＨＩＧＨレベルとすることに
よりデータ線駆動回路３０とデータ線３１とが導通状態となり、走査線２１の電圧のレベ
ルがＨＩＧＨとなり、スイッチングトランジスタ１３０がＯＮ状態となることで、駆動ト
ランジスタ１２０のゲートへの第１信号電圧の印加と、容量素子１５０への第１信号電圧
の書き込みがなされる。
【０１４１】
　また、第１信号電圧及び第２信号電圧は、実際の表示動作に使用されるデータ電圧であ
り、時刻ｔ１において、駆動トランジスタ１２０は、第１信号電圧に対応した電流を有機
ＥＬ素子１１０に流す。これにより、有機ＥＬ素子１１０は発光動作を開始する。
【０１４２】
　次に、時刻ｔ２において、電圧選択スイッチ６５の電圧をＬＯＷレベルとすることによ
りデータ線駆動回路３０と読出し線５３とが導通状態となり、走査線２１の電圧のレベル
がＬＯＷとなり、スイッチングトランジスタ１３０がＯＦＦ状態となることで、駆動トラ
ンジスタ１２０のゲートへの第１信号電圧の印加と、容量素子１５０への第１信号電圧書
き込みとが完了する。このとき、駆動トランジスタ１２０は、容量素子１５０に保持され
た第１信号電圧に対応した電流を有機ＥＬ素子１１０に継続して流す。これにより、有機
ＥＬ素子１１０は発光動作を継続する。
【０１４３】
　次に、時刻ｔ４において、制御線２２の電圧レベルがＨＩＧＨとなり、検査トランジス
タ１６０がＯＮ状態となることで、有機ＥＬ素子１１０のアノードと読出し線５３とが導
通する。
【０１４４】
　次に、時刻ｔ５において、有機ＥＬ素子１１０が発光動作を継続している状態で、電圧
検出回路５０が読出し線５３の電圧を検出することで、有機ＥＬ素子１１０のアノード電
圧が検出される。
【０１４５】
　最後に、時刻ｔ６において、制御線２２の電圧のレベルがＬＯＷとなり、検査トランジ
スタ１６０がＯＦＦ状態となることで一連の動作が終了する。
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【０１４６】
　なお、上述したタイミングチャートは、第１信号電圧を第２信号電圧に置き換えること
により、図６に記載された動作フローチャートにおいて実行されるステップＳ１２および
ステップＳ１３での電気信号の供給タイミングおよび検出タイミングにも適用される。
【０１４７】
　図６に記載された各ステップ及び図１２に記載されたタイミングチャートにより、測定
された有機ＥＬ素子１１０の２つの異なるアノード電圧を、通常の発光動作時にデータ線
駆動回路３０から供給する２つの異なる信号電圧を用いて精度良く測定することが可能と
なる。また、測定された有機ＥＬ素子１１０の２つの異なるアノード電圧は、前述した、
予めメモリ８０に格納されている有機ＥＬ素子の電圧－電流特性により、有機ＥＬ素子１
１０に流れる２つの異なる電流へと変換されることが可能となる。そして、有機ＥＬ素子
１１０と駆動トランジスタ１２０との接続関係より、この２種類の電流は、駆動トランジ
スタ１２０のソース－ドレイン間電流に等しい。よって、有機ＥＬ素子１１０のアノード
電圧を、当該電圧を測定するための専用の電圧入力を別途実行することなく、通常発光動
作時の２つの異なる信号電圧を用いることにより、駆動トランジスタ１２０のソース－ド
レイン間の２つの異なる電流を簡便かつ精度良く算出することができる。
【０１４８】
　また、電圧検出回路５０は、基本画素回路に接続されていない読出し線５３を介して有
機ＥＬ素子１１０のアノード電圧を検出するので、基本画素回路の構成要素であるスイッ
チングトランジスタ１３０などによる電圧降下の影響を受けることなく、有機ＥＬ素子１
１０のアノード電圧を一層精度よく測定できる。
【０１４９】
　以上、本発明の表示装置及びその制御方法について、実施の形態１及び２を用いて説明
してきたが、本発明に係る表示装置及びその制御方法は、上記実施の形態に限定されるも
のではない。上述した実施の形態に対して本発明の主旨を逸脱しない範囲で当業者が思い
つく各種変形を施して得られる変形例や、本発明に係る表示装置を内蔵した各種機器も本
発明に含まれる。
【０１５０】
　例えば、本発明に係る表示装置及びその制御方法は、図１３に記載されたような薄型フ
ラットＴＶに内蔵され、また使用される。本発明に係る表示装置及びその制御方法により
、輝度ムラが抑制されたディスプレイを備えた薄型フラットＴＶが実現される。
【０１５１】
　また、画素部の有する発光素子は、そのカソードが駆動トランジスタのソースおよびド
レインの一方に接続され、そのアノードが第１電源に接続され、駆動トランジスタのゲー
トが、上記実施の形態と同様、スイッチングトランジスタを介してデータ線に接続されて
おり、駆動トランジスタソースおよびドレインの他方が第２電源に接続されていてもよい
。この回路構成の場合、第１電源の電位は、第２電源の電位よりも高く設定される。また
、検査用トランジスタは、そのゲートが制御線に接続され、そのソースおよびドレインの
一方がデータ線に接続され、そのソースおよびドレインの他方が発光素子のカソードに接
続されている。この回路構成においても、本発明と同様の構成及び効果が得られる。
【０１５２】
　また、上記実施の形態では、例えば、スイッチングトランジスタのゲートの電圧レベル
がＨＩＧＨの場合にＯＮ状態になるｎ型トランジスタとして記述しているが、スイッチン
グトランジスタ、検査用トランジスタ及び駆動トランジスタをｐ型トランジスタで形成し
、データ線、走査線及び制御線の極性を反転させた電子装置でも、駆動トランジスタのソ
ース－ドレイン間電流並びにそれらより算出される利得係数及び閾値電圧を簡便に、かつ
、高精度に取得することが可能であり、上述した各実施の形態と同様の効果を奏する。
【０１５３】
　また、本発明に係る実施の形態では、駆動トランジスタ、スイッチングトランジスタ、
及び検査トランジスタの各機能を有するトランジスタは、ゲート、ソース及びドレインを
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して説明してきたが、これらのトランジスタには、ベース、コレクタ及びエミッタを有す
るバイポーラトランジスタが適用されてもよい。この場合にも、本発明の目的が達成され
同様の効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明は、特に表示装置を内蔵する有機ＥＬフラットパネルディスプレイに有用であり
、画質の均一性が要求されるディスプレイの表示装置およびその特性バラツキ検出方法と
して用いるのに最適である。
【符号の説明】
【０１５５】
　１　　表示装置
　５　　発光パネル
　１０　　表示部
　２０　　走査線駆動回路
　２１　　走査線
　２２　　制御線
　３０　　データ線駆動回路
　３１　　データ線
　５０　　電圧検出回路
　５１　　電圧検出器
　５３　　読出し線
　６０　　マルチプレクサ
　６５　　電圧選択スイッチ
　７０　　制御部
　８０　　メモリ
　１００、１０１　　画素部
　１１０　　有機ＥＬ素子
　１１５　　共通電極
　１２０　　駆動トランジスタ
　１２５　　電源線
　１３０　　スイッチングトランジスタ
　１４０、１６０　　検査トランジスタ
　１５０　　容量素子
　７０１　　電圧制御部
　７０２　　換算部
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容元件（150）和有机EL元件（110）的阳极的电流被提供给有机EL元件
（110）。用于发光的驱动晶体管（120），用于向电容元件（150）提
供信号电压的数据线（31），用于连接数据线（31）和电容元件
（150）的开关晶体管（130），数据电压检测电路（50）连接到线路
（31）以检测阳极电压，检查晶体管（140）连接阳极和数据线
（31），以及开关晶体管（130）接通作为信号电压相应的电压保持在电
容元件（150）中以使有机EL元件（110）发光，并且有机EL元件
（110）的发光被切换和用于检测阳极电压施加到所述晶体管（130）的
控制单元被关闭和打开的检查晶体管（140）通过所述电压检测电路
（50）。
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